鳥羽まちなみ水族館実行委員会　会則
第１章　総則

（名称）

第１条　この会は、鳥羽まちなみ水族館実行委員会（以下「実行委員会」という）と称する。

（目的）
第２条　実行委員会は、海岸に漂着した流木やペットボトルなどの海ゴミを用いたアート作品づくりや、紙粘土を用いた海の生き物に関する作品づくりを通して、海辺の環境意識の啓発を目指す。また、作品を展示することで鳥羽を訪れた人をおもてなしすると同時に渚に打ち寄せる海ゴミにも関心をもってもらうことをねらっている。

（事業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、以下の事業活動を行う。
　
   (１) 流木や海ゴミの回収活動
　 (２) 流木や海ゴミ、紙粘土を用いた作品の制作
   (３) 流木や海ゴミ、紙粘土を用いた作品の制作教室の開催や指導員の派遣
(４) 流木や海ゴミ、紙粘土を用いた作品の展示
(５) 海に関わる講演会の開催
(６) 海に関わる研修会の実施
(７) 事業活動周知のためにホームページの充実

(８) その他前条(会則2条)の目的を達成するために必用な事業

第２章　組織

（構成）

第４条　実行委員会の会員は、鳥羽市に居住する者、就労する者、その他入会を希望する者で構成する。

　２　実行委員会の会員は、自由意志により参加する個人とする。

（役員）

第５条　実行委員会に次の役員を置く。

　（１）委員長　　１名

　（２）副委員長　２名

　（３）顧問　　　若干名

　２　役員は、会員の互選により選出する。

　３　委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。

　４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。

　５　顧問は、委員長の諮問に応じて助言し、また委員長の求めに応じて運営委員会に出席して意見を述べることができる。
（任期）

第６条　役員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（部会）

第７条　実行委員会を円滑に運営するため、以下の部会を置く。

　（１）総務部会（作品の制作並びに展示場所の確保等、活動基盤の整備を行う。）

　（２）イベント運営部会（イベントにかかる企画調整を行う。）

　（３）広報部会（住民や来訪者に理解と協力を求め、実行委員会の活動状況を広報する。）

第３章　会議

（運営会議）

第８条　運営会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

　２　運営会議は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

　（１）会則の制定及び改変に関すること。

　（２）事業計画、事業報告に関すること。

　（３）予算及び決算に関すること。

（４）その他、実行委員会の運営に関すること。

３　運営会議において、決定する事項は、合意に達するまで相互に努力する。

４　運営会議は、公開とし、議長が認めたものは意見を述べることができる。


第４章　会計

（事業年度）

第９条　実行委員会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までとする。

（経費）

第１０条　実行委員会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

　２　前項の会費は、月額１００円（年額１，２００円）とする。


第５章　雑則

（補足）

第１１条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この会則は、平成１９年４月１日から施行する。
　改変

平成22年10月11日 実行委員会において第2条目的と第3条事業について改変

